
１ 明るい選挙推進運動 
（１） 啓発事業要領 

平成３１年４月７日執行予定の統一地方選挙に係る啓発事業要領 

鳥取県選挙管理委員会 

鳥取県明るい選挙推進協議会 

１ 趣  旨 

  今回の統一地方選挙が明るく行われるために、選挙の意義と投票日等の周知を図るとともに、特に幅広い年代への

投票参加の呼びかけに重点を置いて、各種の啓発事業を行うものとする。 

 

２ 重点事項 

 （１）選挙の大切さの呼びかけと投票参加の推進 

 （２）きれいな選挙の推進 

 

３ 実施主体 

 （１）県及び市町村の選挙管理委員会 

 （２）県及び市町村の明るい選挙推進協議会 

 

４ 実施事業 

   県民が選挙を身近に感じられるよう工夫を凝らし、わかりやすい啓発事業を実施する。 

 （１）県及び市町村が共同して行うもの 

     ア 明るい選挙推進大会の開催 

   イ ポスターによる啓発 

   ウ 「選挙のしおり」による啓発 

   エ 懸垂幕・横断幕等による啓発 

     オ 啓発用物資の作成・配布 

   カ 店舗、商店街等での啓発（街頭啓発、店内放送等） 

   キ コンビニエンスストアでの啓発 

   ク 立候補者に対する申入れ 

   ケ その他 

 （２）県が行うもの 

     ア 電光掲示板による啓発 

   イ マスメディアを活用した啓発 

   ウ 県政広報を活用した啓発  

   オ  委員長談話による啓発 

   オ  委員長談話による啓発 

   カ その他 

 （３）市町村が行うもの 

   ア  広報車による啓発 

   イ  広報紙等の利用による啓発 

   ウ 街頭啓発 

   エ その他 

５ 統一標語 

  「自分へと、必ずつながるその一票。」 

 

（２） 啓発事業計画 
平成３１年４月７日執行予定の統一地方選挙に係る啓発事業計画 

 
                                 鳥取県選挙管理委員会 

                                           鳥取県明るい選挙推進協議会 
 

NO 事  業  名 事  業  の  内  容 備   考 

１ 

 

明るい選挙推進大会の開催 

 

 

 

統一地方選挙に向けた啓発講演会等の開催 

 日時：平成31年3月11日(月) 14:00～ 

 場所：鳥取県立倉吉体育文化会館大研修室 

 演題： ｢選挙啓発の意義とこれからの課題 ｣ 

 講師：関西大学法学部教授 石橋 章市朗 氏 

 

 

２ 

 

 

ポスターによる啓発 

 

 

明るい選挙推進や投票日周知を図るため、ポスターを作成し官公

署・金融機関・店舗・大学・高等学校・専門学校・県外学生寮等

に掲示依頼をするとともに、ポスター掲示場等に掲示する。 

 

 

 



３ 

 

 

「選挙のしおり」による啓発 

 

「選挙のしおり」を県内全世帯に配布し、投票日の周知にとどま

らず、「選挙の大切さ」「投票の意義」等を呼びかける啓発を

実施する。  

 

 

 

４ 

 

懸垂幕・横断幕等による啓発 

 

投票日周知用の懸垂幕及び横断幕を作成し各市町村、県総合事務

所に掲出するとともに、自動車張幕を物資輸送車に掲示する。 

 

 

５ 

 

電光掲示板等による啓発 県庁電光掲示板により投票日を周知するとともに、明るい選挙

の推進を図る。 

県広報課枠 

 

６ 

 

啓発用物資の作成・配布 投票日等が記入された啓発用物資を作成し、街頭啓発等の際に

配布する。 

 

 

７ 

 

 

 

街頭啓発 

 店舗、イベント等での啓発 

 

県内の大型店、商店街及び事業所や市町村と協力して投票日の周

知及び明るい選挙の推進を図る。 

県、市町村等の開催する各種イベント・行事等において、ポス

ター掲示、啓発物資の配付等を実施する。 

 

 

 

 

８ 

 

店内放送等による啓発 

 

県内の大型店等の店内放送、商店街放送及び市町村や事業所の

有線放送等を通じて投票日を周知する。 

 

 

９ 

 

コンビニエンスストアでの

啓発 

コンビニエンスストアのレジ画面広告により投票日を周知。 

コンビニエンスストアへのチラシの配架。 

県広報課枠 

10 

 

マスメディアを活用した啓

発 

マスメディアに取り上げられる機会を増やすため、選挙行事を

積極的に情報提供する。 

 

 

11 

 

 

インターネットを活用した

啓発 

 

県選管ホームページに選挙行事や選挙権年齢の引き下げ等のお

知らせを掲示するとともに、Facebook、Twitter等により啓発

する。 

 

12 デジタルサイネージ（電子

掲示板）を活用した啓発  

大型小売店舗のレジ付近に設置された電子掲示板（液晶ディ

スプレイ）に投票参加を呼びかける広告を掲示する。 

 

13 

 

バスへの広告掲出 

 

民間のバスにバスマスク等を掲示して投票日等を周知する。  

14 

 

若年層・新社会人への啓発 

 

県内高等学校及び県内大学と連携し、学内の掲示板等に啓発記事

を表示し、投票日、期日前投票及び不在者投票の活用を周知。 

大学入学式、新社会人向け研修会等において投票参加等の呼

びかけを行う。 

 

 

15 

 

 

立候補者に対する申入れ 

 

立候補者に対して、選挙ルールの遵守を申し入れるとともに、

選挙事務所に選挙ルール遵守の要望事項を記載したポスタ

ーの掲示を依頼する。 

 

 

 

16 

 

 

 

便宜供与の依頼 

 

 

 

鳥取県経営者協会、鳥取県商工会議所連合会、鳥取県商工会連

合会及び中小企業団体中央会を通じて、投票当日に勤務する

有権者に対して、投票のための遅刻･早退等に便宜を与える

よう協力を依頼する。  

 

 

 

17 委員長談話による啓発 県選挙管理委員会委員長の談話を発表する。 告示日、選挙

期日 

 

（３）街頭啓発実施要領 

第１９回統一地方選挙に係る街頭啓発実施要領 

１ 趣  旨 

    第１９回統一地方選挙に向けて、明るい選挙と投票総参加を推進するため、街頭啓発活動を行う。 

２ 主 催 

    鳥取県選挙管理委員会、鳥取県明るい選挙推進協議会 

    鳥取市選挙管理委員会、鳥取市明るい選挙推進協議会 

    日吉津村選挙管理委員会、日吉津村明るい選挙推進協議会 

３ 実施日時 

 ① 平成３１年３月３０日（土）正午から午後１時頃まで 

 ② 平成３１年３月３０日（土）午後４時から５時頃まで 

４ 実施場所 

 ① イオンモール日吉津（日吉津村日吉津）西館各入り口 



 ② イオンモール鳥取北（鳥取市晩稲）モール棟入口付近 

５ 参 加 者（予定） 

 ① １５名程度 県選管委員２名、県選管事務局４名程度、西部総合応援（４名程度） 

         村選管委員、村選管事務局 計５名程度 

 ② ２０名程度 県選管委員２名、県明推協委員１名、県選管事務局１０名程度 

         市選管委員、市明推協委員、市選管事務局 計５名程度 

６ 活動内容 

 ○買い物客等への啓発物資の配布、着ぐるみ等によるＰＲなどにより、選挙期日の周知及び投票の呼びかけを行う。 

 ＜内 容＞ 

   ・選挙期日の周知、投票の呼びかけ 

   ・期日前投票所の案内（②のみ） 

   ・啓発用携帯ティッシュの配布 

   ・着ぐるみによるＰＲ（めいすいくん①②、トリピー①②） 

   ・啓発用ポスター、のぼり旗等によるＰＲ 

   ・ブルゾンの着用 

７ そ の 他 

  活動実施について報道資料提供（３月２７日（水）予定） 

 

（４）明るい統一地方選挙推進大会 
明るい統一地方選挙推進大会開催要領 

１ 趣  旨 

  来る統一地方選挙に向けて、啓発講演を通じて選挙違反の防止及び投票総参加を図り、明るい選挙の実現に資する。 

２ 主 催 

  鳥取県選挙管理委員会、鳥取県明るい選挙推進協議会、鳥取県明るい選挙推進協議会連合会 

３ 期 日 

平成３１年３月１１日（月） 

４ 場 所 

  鳥取県立倉吉体育文化会館大研修室（倉吉市山根５２９－２） 

５ 参加者 

市町村選挙管理委員、明るい選挙推進協議会委員、一般県民等 約２００名 

６ 日 程 

    13:30 受付 14:00 開会 14:10 講演 15:30 大会宣言 15:15 閉会 

７ 内容 

 （１）講演 

  演題：｢ 選挙啓発の意義とこれからの課題 ｣ 

  講師：関西大学法学部教授・副学部長 石橋(いしばし) 章市朗(しょういちろう) 氏 

  【プロフィール】 

2003 年関西大学大学院法学研究科単位取得退学。 

同年より関西大学法学部選任講師、現在同大学法学部教授、副学部長。 

カリフォルニア大学アーヴァイン校デモクラシー研究センター客員研究員（2007 年～2008 年）。 

専門は政策過程論、インターネットと選挙、政治教育ほか。 

 （２）大会宣言 

 朗読者：鳥取県立鳥取東高校３年 尾﨑(おさき) 由佳(ゆか) 氏 

 



（５）市町村啓発事業計画 
平成３１年４月７日執行予定の鳥取県知事選挙及び県議会議員選挙に係る市町村啓発事業計画 

 街 頭 啓 発 広報車

による

啓発 

有無線放

送による

啓発 

広報紙

による

啓発 

その他の取組み 
期 日 場 所 

都
市 

鳥取市 3/30 
イオンモール鳥取

北 
○ ○ ○ 

のぼり旗、くる梨バスエプロン、ホー

ムページ掲載、懸垂幕・横断幕掲出

米子市 3/31 

米子市文化ホー

ル、イオン米子駅

前店周辺 

○ ○ ○ 

庁舎内動画広告、啓発看板設置（米

子市役所本庁舎前庭植栽、米子市

淀江支所植栽）、懸垂幕掲出 

倉吉市 3/30 市内 ○ ○ ○ 

ポスター掲示、ホームページ掲載、

駅前電光掲示板、懸垂幕・横断幕掲

示 

境港市 3/31 

ＰＬＡＮＴ－５境港

店、スーパーセンタ

ートライアル境港店

  ○ ○ 

市ホームページ掲載、フェイスブック

・ツイッター投稿、市内巡回バス（6

台）ポスター中吊り、横断幕（市庁

舎）、公民館・郵便局等ポスター掲示

岩
美
郡

岩美町 4/2 

サンマート岩美店、

フレッシュライフい

わみ 

○ ○ ○ 懸垂幕掲出 

八
頭
郡 

若桜町 4/3 
町内事業所、若桜

駅前付近等 
○ ○ ○ ポスター掲示、懸垂幕掲出 

智頭町 3/28 
智頭駅前、トスク智

頭店前 
○ ○ ○ 町営バス、電光掲示板による広報 

八頭町 4/6 
町内スーパーマー

ケット 3 か所 
○ ○ ○ ホームページ掲載、懸垂幕掲出 

東
伯
郡 

三朝町 3/23 町内各所 ○ ○ ○ 

町内各事業所訪問、ポスター掲示・

事業所内放送などの依頼、懸垂幕

掲出 

湯梨浜町 4/3 
町内スーパー（丸

ごう、味そう） 
○ ○ ○ 懸垂幕掲出 

琴浦町 4/5 
町内ショッピングセ

ンター 
  ○ ○ 懸垂幕掲出、ホームページ掲載 

北栄町 3/31 
町内スーパー、コン

ビニ店舗前 
○ ○ ○ 

チラシ作成・配布（予定）、出張期日

前投票、無料送迎バスの周知、懸垂

幕掲出 

西
伯
郡 

日吉津村 3/30 
イオンモール日吉

津 
  ○ ○ 横断幕掲出 

大山町 4/3 頃 Ａコープ周辺等 ○ ○ ○ 懸垂幕・横断幕掲出 

南部町 4/1 丸合さいはく店 ○ ○ ○ 懸垂幕掲出 

伯耆町 3/31 
町内スーパー（２箇

所） 
  ○ ○ ホームページ掲載、懸垂幕掲出 

日
野
郡 

日南町 4/2 
パセオ前、コメリ・ロ

ーソン前 
○ ○ ○ 

ホームページ、フェイスブック掲載、

懸垂幕掲出 

日野町 3/18 まるごう根雨店前 ○ ○ ○ 

ポスター、チラシ等配布、懸垂幕等

掲示、不在者投票・投票時間を広報

紙、チラシ、無線放送、ＣＡＴＶで周知

江府町 3/29 以降 町内 ○ ○ ○ 横断幕掲出 

合   計 15 19 19  

 


